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水戸・勝田都市計画 高度地区の変更（水戸市決定）について 
 
 



水戸・勝田都市計画高度地区の変更（水戸市決定） 

 

都市計画高度地区を次のように変更する。 

種 類 面 積 建築物の高さの最高限度 備考 

第１種高度地区 約 6.4ha 建築物の高さの最高限度は，15 メートル

以下とする。 

 

第２種高度地区 約 1,472ha 建築物の高さの最高限度は，20 メートル

以下とする。 

 

第３種高度地区 約 902ha 建築物の高さの最高限度は，25 メートル

以下とする。 

 

第４種高度地区 約 90ha 建築物の高さの最高限度は，31 メートル

以下とする。 

 

第５種高度地区 約 241ha 建築物の高さの最高限度は，45 メートル

以下とする。 

 

第６種高度地区 約 45ha 建築物の高さの最高限度は，60 メートル

以下とする。 

 

合計 約 2,756ha   

１ 適用除外 

（１）都市計画法第８条第１項第３号に規定する高度利用地区の区域内又は同法第 12

条の４に規定する地区計画等で建築物の高さの最高限度が定められている区域

内の建築物については，適用しない。 

（２）この規定の適用の際，現に存する建築物又は現に建築，修繕若しくは模様替え

の工事中の建築物がこの規定に適合しない部分を有する場合において，当該建

築物（以下「既存不適格建築物」という。）には適用しない。 

（３）既存不適格建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替えを行う場合について

は，適用しない。 

（４）既存不適格建築物の高度地区で規定する高さの最高限度の範囲内で行う増築に

ついては，適用しない。 

（５）公益上必要な建築物については，適用しない。 

（６）既存不適格建築物の建替えで，市長が周囲の市街地環境の維持に支障がないと

認めたものについては，適用しない。 

「種類，位置及び区域は計画図表示のとおり」 

 

理 由 

内原駅南口地区におけるにぎわいと交流の創出に向け，内原駅南口交通広場を含む駅前の

都市施設整備と合わせ，駅前にふさわしい土地利用が図られるよう，用途地域を変更するこ

とに伴い，高度地区を変更するものである。 
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水戸・勝田都市計画 高度地区 計画図（内原駅南口地区）
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理 由 書

内原駅南口地区は，本市中心市街地から西へ約 11km に位置しており，内原地区の拠点機能

及び交通結節機能の強化と地域住民の利便性の向上を図るため，内原駅南口交通広場のほか，

自由通路 2路線，自転車駐車場 3個所の都市施設を平成 30年 9月 10日に都市計画決定し，

内原駅南口交通広場においては，令和 8年度の供用開始に向けて工事が進められている。

また，水戸市都市計画マスタープランの将来都市構造において，本地区は，地域生活拠点

である内原駅周辺地区と位置づけており，「内原駅の機能強化に加え，様々な都市機能の立

地を誘導し，利便性と居住性の向上を図るとともに，都市核や他の地域生活拠点との連携を

図る。」としている。また，地域別構想において，「内原地区におけるにぎわいと交流を創出

するため，駅南口広場等の整備を令和９年３月の完了を目標に推進する。」「地域生活拠点

である内原駅周辺地区において，都市機能を誘導し，利便性と居住性の向上を図る。」とし

ている。

本市では，平成 22 年に，市街化区域全域（一部地域を除く）において，高度地区を指定し

ており，用途地域の種別ごとに，第１種から第６種まで建築物の最高限度（15m から 60m）を

定めている。また，歴史的資源や自然景観を有する，特に良好な景観を保全する地区につい

ては，別途規制値を設け，歴史的景観や自然環境の保全，良好な住環境の保全及び秩序ある

都市環境の創出を図っている。

こうした中，内原駅南口地区におけるにぎわいと交流の創出に向け，内原駅南口交通広場

を含む駅前の都市施設整備に合わせ，駅前にふさわしい土地利用が図られるよう，用途地域

を変更する。それに伴い，準工業地域及び近隣商業地域の区域変更に合わせ，第３種高度地

区及び第５種高度地区の区域を変更するものである。なお，本地区は特に良好な景観を保全

する地区には当たらないため，通常の規定値を定めるものとする。

都計諮問第４号



 
都計諮問第５号 
 
 
 
 

水戸・勝田都市計画 特別用途地区の変更（水戸市決定）について 



水戸・勝田都市計画特別用途地区の変更（水戸市決定） 

 

都市計画特別用途地区を次のように変更する。 

種 類 面積 備 考 

特別工業地区 約 60.0ha （制限の内容） 

特別工業地区内における建築物の制限は，

建築条例による。 

大規模集客施設制限地区 約 151.5ha （制限の内容） 

大規模集客施設制限地区内における建築

物の制限は，建築条例による。 

合 計 約 211.5ha  

 

「種類，位置及び区域は計画図表示のとおり」 

 

理 由 

内原駅南口地区におけるにぎわいと交流の創出に向け，内原駅南口交通広場を含む駅前の都市施

設整備に合わせ，駅前にふさわしい土地利用が図られるよう，用途地域を変更することに伴い，特

別用途地区（大規模集客施設制限地区）を変更するものである。 
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★特別用途_計画図

今回新たに用途界となる部分

今回変更に係らない部分

今回新たに用途界から除外される部分

特別用途地区（大規模集客施設制限地区）

水戸・勝田都市計画 特別用途地区 計画図（内原駅地区）
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理 由 書

内原駅地区は，本市中心市街地から西へ約 11km に位置しており，内原地区の拠点機能及び

交通結節機能の強化と地域住民の利便性の向上を図るため，内原駅南口交通広場のほか，自

由通路 2路線，自転車駐車場 3個所の都市施設を平成 30年 9月 10日に都市計画決定し，内

原駅南口交通広場においては，令和 8年度の供用開始に向けて工事が進められている。

また，水戸市都市計画マスタープランの将来都市構造において，本地区は，地域生活拠点

である内原駅周辺地区と位置づけており，「内原駅の機能強化に加え，様々な都市機能の立

地を誘導し，利便性と居住性の向上を図るとともに，都市核や他の地域生活拠点との連携を

図る。」としている。また，地域別構想において，「内原地区におけるにぎわいと交流を創出

するため，駅南口広場等の整備を令和９年３月の完了を目標に推進する。」「地域生活拠点

である内原駅周辺地区において，都市機能を誘導し，利便性と居住性の向上を図る。」とし

ている。

本市では，平成 28 年に，市内の準工業地域全てについて，10,000 ㎡超の大規模集客施設

の立地を制限する特別用途地区（大規模集客施設制限地区）を定めており，市全体として均

衡のとれた都市構造と適正な土地利用を維持し，集約型都市構造の実現を図っている。

こうした中，内原駅地区におけるにぎわいと交流の創出に向け，内原駅南口交通広場を含

む駅前の都市施設整備に合わせ，駅前にふさわしい土地利用が図られるよう，用途地域を変

更する。それに伴い，準工業地域の区域の変更に合わせ，特別用途地区（大規模集客施設制

限地区）の区域を変更するものである。

都計諮問第５号
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水戸・勝田都市計画 駐車場の変更（水戸市決定）について 



水戸・勝田都市計画駐車場の変更（水戸市決定）

都市計画駐車場中 １号 三の丸駐車場を廃止する。

理 由

本駐車場について，周辺の施設立地状況の変化を踏まえた都市計画の見直しを検討した結果，

本案のとおり都市計画の廃止を行い，当該区域における新たな土地利用の促進を図るものとす

る。

都計諮問第６号
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理 由 書

本駐車場は，昭和 43年 12 月に，市役所等の公共施設が集中していた当該区域周辺において，

公共施設利用の利便を図るため，駐車台数約 40台の地表式駐車場として都市計画決定した。

その後，昭和 62 年３月に，駐車場としての機能を確保しつつ，土地の高度利用を図るため，駐

車場の構造を地表式から地下１層にする都市計画の変更を行った。しかし，現在に至るまでその

整備は行われていない。

このような中，本市では，平成２年９月に「水戸市における建築物に附置する駐車施設に関す

る条例」を制定し，一定規模以上の建築物を新築等する場合に駐車場を設置することを義務づけ

た。また，当該区域周辺においては，平成 11年に茨城県庁が郊外に移転したことに伴い，官公庁

利用者の駐車場需要が大幅に減少する中，茨城県三の丸庁舎駐車場等の公共駐車場の供用に加え，

近年では民間事業者によるコインパーキングの整備も進んでいることを踏まえると，都市計画駐

車場としての指定を見直し，新たな土地利用の促進を図る必要がある。

水戸市都市計画マスタープラン（第３次）（令和７年１月策定）においては，社会経済情勢の変

化を踏まえ，必要に応じて土地利用規制や都市施設等の都市計画の見直しを検討することとして

いる。

これらのことから，本駐車場の都市計画の廃止を行い，都市計画法に基づく建築制限を解除す

ることにより，当該区域における新たな土地利用の促進を図るものである。

都計諮問第６号


